
御所市  高齢対策課 

介護保険認定給付係

【１】 支給限度額

　介護保険制度による住宅改修を行ったときは、改修に要した費用「２０万円」（上限）のうち、７割～９割（上限
１４～１８万円）が保険給付費から支給され、申請者（施主）の自己負担は１割～３割となります。
　但し、２０万円を超える金額に対しては全額自己負担となります。

【２】 住宅改修の対象となる工事

　（１）手すりの取付け　　（２）段差の解消　　（３）滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の
　材料の変更　　（４）引き戸等への扉の取替え　　（５）洋式便器等への便器の取替え

【３】 申請の流れと必要な書類

■ 入院・入所中の方が、退院・退所を前提に住宅改修を行うことは可能ですが、支給申請は在宅に戻られてからの申請

　となりますので、退院・退所しなかった場合、住宅改修費（保険給付分）は支給されませんのでご留意ください。
　

 ＜申請を行う前に確認してください＞

　〇自分の身体の状態に合った必要な改修となっているか、工事内容を再度確認してください。

　〇複数業者から見積書を取るなどの方法により、工事金額が適正な価格であるか十分検討してください。

　〇（担当ケアマネージャーがいる場合）複数業者から見積書を取るよう、説明を受けましたか？

介護保険制度の住宅改修について

※ 段差のある箇所は、段差部分が確認できる写真も必要です。縦手すりを付ける場合は必ず
下の段差の写真と寸法も添付してください（段差がない場合も写真は必要です）

20万円の場合要介護者が一旦立替え改修費用

まず申請者（施主）が改修費用の全額を
改修業者にお支払い（立替払い）して頂き、
後に改修費用（上限２０万円）の７割～９割
分を保険給付費として申請者にお返しし
ます（償還払い）。

２万円

～
６万円

１４万円

～
１８万円

自己負担(上限) 保険給付(上限)

改修費用２０万円(上限)の場合

工事を行う前に、必ず担当ケアマネージャーに相談してください

① 介護保険住宅改修着工申請書 （申請者＝被保険者本人とします）

② 住宅改修の承諾書 （住宅の名義人が申請者でない場合のみ必要）

③ 理由書 （ケアマネージャー・福祉住環境コーディネーター2級以上等が作成）

④ 見積書 （社印・代表者印等が押印されていること）

⑤ 見取図 （段差部分も記載すること）

⑥ 改修前の日付入り写真 （改修後のイメージを太線等で具体的に記載すること）

内容に疑義がある場合は、直接改修業者に確認します

住宅改修工事

着工申請

市役所 高齢対策課
介護保険認定給付係へ

申請者へ保険給付分を振り込み ※ 支給申請した月の翌月末日に支払い

支給申請
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① 介護保険住宅改修費償還（支給）申請書及び請求書
② 領収書 （申請者のフルネームが入った原本を持参すること）

③ 内訳書 （社印・代表者印等が押印されていること）

④ 改修後の日付入り写真

審査

着工許可 住宅改修費承認通知書（着工許可書）を申請者へ送付します

着工～完了～支払い（申請者が改修業者へ改修費用を支払います）

※ 申請者が一旦全額を立替払い

※ 後日給付

事前相談

保険給付分の支給


